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-

局名 産業労働局 部コード 1 部名 総務部

課コード 6

6

課名 企画調整課

同一の事務を所管する課

保有個人情報を取り扱う
事　務　の　名　称

東京都中小企業者等月次支援給付金事務

保有個人情報を取り扱う
事　務　の　目　的

令和３年４月以降に実施された緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・
時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50％以上減少した中小企業者・個人事業者等に
対して、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するため、国が給付する月次支援金に対
して、支給金額を加算（上乗せ）するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大（横出
し）して、都独自に給付を行った（令和３年度）。その後、支給要件に合致しないことが判明した申請
者について、給付金の返納を求めている。

保 有 個 人 情 報 の 
対 象 者 の 範 囲

・東京都中小企業者等月次支援給付金に申請した者及びその担当者
・申請に係る提出書類に記名のある者（確定申告書に記名のある税理士等）

基本的事項 心身の状況 家族状況等 社会生活等 その他

保
有
個
人
情
報
の 
記
録
項
目

識別番号

氏名

生年月日

住所

性別

電話番号

電子メールアドレス

国籍

年齢本籍

健康状態

病歴

身体の特徴

家族状況

親族関係

婚姻

職業

学歴

資格

成績

財産

納税状況

公的扶助

趣味

職歴

学業

賞罰

評価

収入

思想

信教

信条

社会的差別の原
因となる個人情
報＊

口座情報

その他＊

保 有 個 人 情 報 の  
処 理 形 態 

電磁的記録以外 電磁的記録 オンライン結合

保 有 個 人 情 報 の 
主 な 収 集 先

本人

本人以外

都の当該機関内等 他の都の機関等 他の官公庁 民間・私人 その他＊

保 有 個 人 情 報 の　
経 常 的 な 目 的 外　
利 用 ・ 提 供 先

無 有

都の当該機関内等

他の都の機関等

他の官公庁

民間・私人

その他＊

目的外利用

目的外提供

法69条 1項

法69条 2項 1号

法69条 2項 2号

法69条 2項 3号

外部委託・指定管理者　
による代行の有無

無 有＊ 無 有＊

無 有＊

委託

代行

再委託

備考

事務を廃止した場合 廃止年月日： 文書保存期限:

172

＊を付した項目について
具体的内容等を記載

個人番号

法69条 2項 4号


